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詳
細
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（
左
の

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
）を
確
認
す
る
か
、
お
問

合
せ
く
だ
さ
い
。

問
産
業
課
農
業
水
産
振
興
係

☎
９
８
５
―
４
１
１
９

　

ま
さ
き
農
業
サ
ポ
ー
タ
ー
人
材
バ
ン

ク
登
録
制
度
と
は
、
労
働
力
を
必
要
と

す
る
農
業
者
と
、
農
作
業
を
や
っ
て
み

た
い
人
が
相
互
に
登
録
し
、
希
望
条
件

に
合
う
相
手
と
の
雇
用
契
約
締
結
に
向

け
、
お
互
い
の
情
報
を
提
供
し
合
う
制

度
の
こ
と
で
す
。

農
作
業
の
人
手
が
足
り
な
い
人
・
農
作
業
に
興
味
が
あ
る
人
へ

ま
さ
き
農
業
サ
ポ
ー
タ
ー
人
材
バ
ン
ク
に
登
録
を

▶募集期間

７月３日㊍ ～９月30日㊋
▶目標金額

100万円

「松前町エンタメフェス2025」開催します！

クラウドファンディングにご協力を

問社会教育課生涯学習係　☎ 985-4135

　町制70周年、文化祭50回を記念して、今年の文化祭（10月25日、26日）は、
昨年大盛況だったeスポーツ太鼓の達人大会をはじめとする様々なエンタ
メイベントを用意した「まさきエンタメフェス2025」を開催します。イベント
の開催にあたり、費用の一部を募る「ふるさと納税型クラウドファンディング」
を実施します。
　子どもたちを中心とした多様な世代が参加して「みんなが楽しめる、みん
なが輝ける特別な日」に向けて、ご協力をお待ちしています。
※　町内在住の人も寄付が可能で、税控除を受けることができます。

令
和
７
年
度
は
「 

浜
（
本
村
）
第
１
地
区 
」
の

地
籍
調
査
を
行
い
ま
す

　

地
籍
調
査
は
、土
地
に
関
す
る
戸
籍
調

査
と
も
い
う
べ
き
基
礎
的
な
調
査
で
す
。

　

法
務
局
が
保
管
す
る
登
記
簿
や
公
図

は
、明
治・大
正
期
作
成
の
も
の
が
多
く
、

土
地
の
実
態
を
正
確
に
把
握
で
き
な
い

こ
と
が
あ
り
ま
す
。そ
こ
で
、次
の
調
査

で
登
記
簿
や
公
図
を
修
正
し
ま
す
。

①
所
在
、
地
番
、
地
目
と
境
界
の
調
査

②
登
記
簿
に
記
載
さ
れ
た
所
有
者
の
表

示
に
関
す
る
確
認

③
境
界
の
測
量
と
面
積
の
測
定

▼
地
籍
調
査
の
効
果　

数
値
デ
ー
タ
で

結
果
が
記
録
・
保
存
さ
れ
る
た
め
、公
共

事
業
や
土
地
取
引
が
ス
ム
ー
ズ
に
行
え
る

ほ
か
、災
害
時
も
境
界
を
正
確
に
復
元
で

き
、迅
速
な
復
旧
活
動
に
役
立
ち
ま
す
。

▼
土
地
所
有
者
の
皆
さ
ん
へ　

９
月
以

降
、
地
元
説
明
会
を
開
催
予
定
で
す
。

関
係
者
に
は
事
前
に
案
内
文
書
を
送
り

ま
す
。
ぜ
ひ
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

問
産
業
課
国
土
調
査
係

☎
９
８
５
―
４
１
２
７

浜 （本村）
第1地区

▶寄付の方法
　スマートフォンなどでふるさと
チョイス専用ページ（下の２次元
コード）へアクセスし、申し込む。

たわわフェスタを開催します！

▶開催内容
　第１回　７月12日（土）　16時～20時　まさきで肉フェス
　第２回　９月20日（土）　16時～20時　まさきでビアガーデン
　第３回　11月８日（土）　10時～15時　まさきVSまつまえ 北海道フェア inMASAKI
　第４回　令和８年１月17日（土）　10時～15時　まさきの珍味は日本一＆粉もんといもたき祭
　第５回　令和８年３月14日（土）　10時～15時　ネギ一本焼き　まさきでカルソッツ祭
▶場所　まさき村前駐車場（エミフルMASAKI敷地内）

問 (一社 )愛媛まさき町観光物産協会　☎ 989-9880

たわわ祭をリニューアル！

　松前町の産業まつり「たわわ祭」を大幅リニューアルし「たわわフェスタ」と
して開催します。
　年間５回の開催となる「たわわフェスタ」は毎回サブテーマを掲げ、テーマ
に沿ったグルメや特産品を販売します。第１回目のサブテーマは～まさきで肉
フェス～となっており、肉料理が主役の店舗が集まります。おいしいお肉とお
酒で夏夜の暑さをぶっ飛ばそう！

ン
ス
が
終
わ
り
次
第
つ
な
が
り
ま
す
。

な
お
、
役
場
か
ら
電
話
が
か
か
っ
て
き

た
時
に
も
同
様
に
通
話
録
音
は
さ
れ
ま

す
が
、
事
前
ア
ナ
ウ
ン
ス
は
流
れ
ま
せ

ん
。

問
危
機
管
理
課
危
機
管
理
係

　
　
　
　
　
　

☎
９
８
９
―
５
１
０
３

　

松
前
町
役
場
本
庁
舎
に
お
い
て
、
行

政
サ
ー
ビ
ス
の
品
質
向
上
、
犯
罪
の
防

止
や
職
員
に
対
す
る
不
当
な
圧
力
の
排

除
を
目
的
と
し
て
、
電
話
の
通
話
録
音

を
始
め
ま
す
。

　

役
場
へ
電
話
を
か
け
た
時
は
、
録
音

の
事
前
ア
ナ
ウ
ン
ス
が
流
れ
、
ア
ナ
ウ

７
月
下
旬
か
ら

電
話
の
通
話
録
音
を
始
め
ま
す

南
黒
田
工
業
団
地
地
区
地
区
計
画

説
明
会
・
意
見
陳
述
会
を
行
い
ま
す

　

南
黒
田
地
区
の
一
部
で
良
好
な
ま
ち

づ
く
り
の
た
め
、
地
区
計
画
の
都
市
計

画
決
定
手
続
き
を
進
め
て
お
り
、
こ
れ

に
係
る
原
案
の
説
明
会
と
意
見
陳
述

会
、
原
案
の
縦
覧
を
次
の
日
程
で
行
い

ま
す
。

　

な
お
、
土
地
の
所
有
者
ま
た
は
利
害

関
係
者
で
意
見
が
あ
る
人
は
、
縦
覧
終

了
後
１
週
間
以
内
に
意
見
書
を
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
日
時

①
説
明
会
・
意
見
陳
述
会

７
月
10
日（
木
）19
時
〜

②
縦
覧　

７
月
11
日（
金
）
〜
25
日（
金
）

８
時
30
分
〜
17
時
15
分

▼
場
所

①
説
明
会
・
意
見
陳
述
会

役
場
３
階
大
会
議
室

②
縦
覧

ま
ち
づ
く
り
課

問
ま
ち
づ
く
り
課
都
市
デ
ザ
イ
ン
係

☎
９
８
５
―
４
１
２
４

天神社

宗通寺

1819 広報 まさき    ❖    2025-72025-7  ❖    広報  まさき
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役
場
で
の
受
け
付
け
は
７
月
１
日（
火
）か
ら

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
申
請

　

所
得
が
少
な
い
な
ど
の
理
由
で
、
国

民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
難
し
い
場
合

は
、
保
険
料
の
全
額
ま
た
は
一
部
の
免

除
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

令
和
７
年
度（
７
年
７
月
〜
８
年
６
月
）

の
免
除
申
請
は
、
７
月
１
日
か
ら
受
け

付
け
ま
す
。
過
去
の
保
険
料
未
納
期
間

も
、
申
請
日
の
２
年
１
カ
月
前
分
ま
で
、

さ
か
の
ぼ
っ
て
申
請
が
で
き
ま
す
。
免

除
の
審
査
は
、
令
和
６
年
中
の
所
得
状

況
を
確
認
し
ま
す
。
ま
た
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
を
取
得
し
て
い
る
人
は
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
で
も
申
請
が
で
き

ま
す
。
詳
し
く
は
日
本
年
金
機
構
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
を
。

※
将
来
年
金
を
受
け
取
る
と
き
、
免
除

期
間
分
は
、
減
額
し
て
計
算
さ
れ
ま
す
。

▼
必
要
な
も
の　

年
金
手
帳
か
基
礎
年

金
番
号
通
知
書
、離
職
票
か
雇
用
保
険
受

給
資
格
者
証（
離
職
に
よ
る
免
除
申
請
の

場
合
だ
け
）※
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
申
請

す
る
場
合
は
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
暗

証
番
号（
利
用
者
用
電
子
証
明
書
と
券
面

事
項
入
力
補
助
用
）の
入
力
が
必
要
で
す
。

▼
保
険
料
が
未
納
だ
と　

障
が
い
や
死

亡
な
ど
不
慮
の
事
態
が
発
生
し
た
と
き

に
、障
が
い
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金

が
受
け
ら
れ
な
く
な
る
恐
れ
が
あ
り
ま

す
。※
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
追
納
可
能

▼
申
請
先
・
問
い
合
わ
せ　

　

町
民
課
住
民
係☎

９
８
５
―
４
１
０
６

　

松
山
西
年
金
事
務
所

☎
９
２
５
―
５
１
０
５

▼
申
込
方
法
　

　

左
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
読
み
込
む
と
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
予
約
が
で
き
ま
す
。

詳
細
は
、５
月
上
旬
に
送
付
し
た
は
が
き

で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

問
健
康
課
健
康
増
進
係

☎
９
８
５
―
４
１
１
８

　

次
に
該
当
す
る
人
は
、
検
診
を
無
料

で
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
対
象
者　

【
子
宮
頸
が
ん
検
診
】　

　

平
成
16
年
４
月
２
日
〜
17
年
４
月
１

日
生
ま
れ
の
女
性

【
乳
が
ん
検
診
】　

　

昭
和
59
年
４
月
２
日
〜
60
年
４
月
１
日

生
ま
れ
の
女
性

が
ん
を
早
期
発
見
す
る
た
め
に

子
宮
頸
が
ん
・
乳
が
ん
検
診
を
受
け
ま
し
ょ
う

（
入
賞
含
む
）
が
な
い
人

④
口
腔
診
査
に
参
加
で
き
る
健
康
状
態

で
あ
る
人

▼
応
募
方
法　

８
月
25
日（
月
）ま
で
に

電
話
か
窓
口
で
応
募
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
応
募
先
・
問
い
合
わ
せ

　
健
康
課
健
康
増
進
係

☎
９
８
５
―
４
１
１
８

　

県
は
、
80
歳
で
20
本
以
上
自
分
の
歯

を
持
つ
こ
と
を
目
標
に
、
歯
の
健
康
づ

く
り
８
０
２
０
（
ハ
チ
マ
ル
・
ニ
イ
マ

ル
）
運
動
を
進
め
て
い
ま
す
。

▼
対
象
者　

次
の
全
て
を
満
た
す
人

①
４
月
１
日
現
在
、
満
80
歳
以
上
の
人

②
自
分
自
身
の
天
然
の
歯
が
20
本
以
上

あ
る
人　

※
親
知
ら
ず
は
除
外

③
こ
れ
ま
で
同
コ
ン
ク
ー
ル
の
受
賞
経
験

80
歳
以
上
の
皆
さ
ん
へ

元
気
歯
つ
ら
つ
コ
ン
ク
ー
ル
に
応
募
し
ま
せ
ん
か

▼
申
込
方
法

　

左
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
で
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

※
医
療
機
関
や
保
健
所
で
受
診
希
望
の

人
は
、
愛
媛
県
が
実
施
す
る
肝
炎
ウ
イ

ル
ス
検
査
事
業
で
無
料
で
受
け
ら
れ
ま

す
の
で
、
中
予
保
健
所
に
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

問
健
康
課
健
康
増
進
係

☎
９
８
５
―
４
１
１
８

　

中
予
保
健
所
感
染
症
対
策
係

☎
９
０
９
―
８
７
５
７

　

肝
炎
は
放
置
す
る
と
肝
硬
変
、
肝
が

ん
へ
と
進
行
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
、

肝
が
ん
で
は
多
く
の
方
が
亡
く
な
っ
て

い
ま
す
。
今
ま
で
に
検
査
を
受
け
た
こ

と
が
な
い
人
は
、
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
が
体

内
に
い
る
の
か
、い
な
い
の
か
、
ま
ず
は

調
べ
ま
し
ょ
う
。
早
期
発
見
・
早
期
治

療
で
重
症
化
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
、
負

担
も
少
な
く
て
済
み
ま
す
。

　

町
の
健
診
で
B
型
・
C
型
肝
炎
検
査

が
無
料
で
受
け
ら
れ
ま
す
。
他
の
検
診

も
同
日
に
受
け
ら
れ
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
　
40
歳
以
上
で
過
去
に
一
度
も

健
診
で
検
査
を
し
た
こ
と
が
な
い
人

７
月
28
日
は「
世
界
肝
炎
デ
ー
」

肝
炎
検
査
を
受
け
ま
し
ょ
う

第
２
子
以
降
の
児
童
が
対
象

認
可
外
保
育
施
設
の
保
育
料
を
補
助
し
ま
す

　

子
育
て
支
援
の
一
環
と
し
て
、
第
２

子
以
降
の
児
童
が
認
可
外
保
育
施
設
を

利
用
し
た
際
の
保
育
料
を
補
助
し
ま

す
。
該
当
す
る
場
合
は
、
期
限
ま
で
に

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
必
要
書
類
な
ど

詳
細
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
左
の
Ｑ

Ｒ
コ
ー
ド
）
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
児
童

　

次
の
全
て
を
満
た
す
児
童

①
認
可
外
保
育
施
設
を
利
用
し
た
月
の

初
日
に
町
内
に
住
所
を
有
し
て
い
る
こ

と②
保
護
者
の
第
２
子
以
降
の
児
童
で
あ

る
こ
と

※
第
１
子
の
年
齢
は
問
い
ま
せ
ん
。

③
４
月
１
日
時
点
で
０
〜
２
歳
児
で
あ

る
こ
と

④
市
町
村
民
税
課
税
世
帯
に
属
し
て
い

る
こ
と

⑤
保
護
者
が
月
64
時
間
以
上
就
労
し
て

い
る
な
ど
、
保
育
が
必
要
な
事
由
が
あ

る
こ
と

⑥
認
可
保
育
所
や
認
定
こ
ど
も
園
な
ど

を
利
用
し
て
い
な
い
こ
と

▼
補
助
額

　

児
童
１
人
に
つ
き
１
カ
月
当
た
り
上

限
４
２
０
０
０
円

▼
申
請
期
限

　

利
用
対
象
月 　
　

申
請
期
限

４
月
〜
６
月
分
… 

…
７
月
31
日
（
木
） 

７
月
〜
９
月
分
… 

…
10
月
31
日
（
金
） 

10
月
〜
12
月
分
… 

…
令
和
８
年
１
月
30

日
（
金
） 

※
令
和
８
年
１
月
〜
３
月
分
の
申
請
に

つ
い
て
は
、
決
ま
り
次
第
広
報
ま
さ
き

な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

▼
申
請
方
法

　

申
請
書
に
必
要
書
類
を
添
付
し
て
窓

口
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
書

は
、
子
育
て
支
援
課
窓
口
で
配
布
す
る

ほ
か
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
上
の
Ｑ
Ｒ

コ
ー
ド
）
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
。

▼
申
請
先
・
問
い
合
わ
せ

子
育
て
支
援
課
保
育
幼
稚
園
係

　
　
　
　
　
　

☎
９
８
５
―
４
１
１
６

　　

▼
場
所　

文
化
セ
ン
タ
ー
２
階
ふ
れ
あ

い
展
示
室

▼
料
金
　
無
料

▼
締
め
切
り　

７
月
10
日（
木
）

▼
申
込
先
・
問
い
合
わ
せ

　

福
祉
課
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
係

　
　
　
　
　
　

☎
９
８
５
―
４
２
０
５

　

愛
媛
大
学
附
属
病
院
の
谷
向
知
先
生
に

よ
る
講
演
会
を
開
催
し
ま
す
。
一
緒
に
認

知
症
に
つ
い
て
正
し
く
理
解
し
ま
し
ょ
う
。

▼
対
象
　
松
前
町
在
住
の
人

▼
日
時　

７
月
11
日（
金
）

10
時
〜
11
時
30
分

▼
定
員　

80
人（
先
着
順
）

認
知
症
を
お
そ
れ
る
な
！
〜
み
ん
な
が
な
る
も
の 

怖
く
な
い
〜

認
知
症
講
演
会
を
開
催
し
ま
す

　

成
人
の
約
80
％
が
か
か
っ
て
い
る
と
い

わ
れ
る
歯
周
病
。初
期
は
自
覚
症
状
が
現

れ
に
く
く
、
知
ら
な
い
間
に
進
行
し
て
い

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
早
期
発
見・
早
期

治
療
の
た
め
、
年
に
１
回
は
歯
科
健
診
を

受
け
て
、口
の
健
康
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

▼
対
象　

町
に
住
民
登
録
の
あ
る
20
〜

74
歳
の
人

▼
受
診
期
間　

令
和
８
年
３
月
31
日

（
火
）
ま
で

※
年
度
で
１
回
の
み

▼
場
所　

松
前
町
・
伊
予
市
・
砥
部
町

の
協
力
歯
科
医
院

▼
料
金　

５
０
０
円
（
受
診
時
に
お
支

払
い
く
だ
さ
い
）

20
歳
以
上
の
皆
さ
ん
へ

成
人
歯
科
健
診
を
受
け
ま
し
ょ
う

▼
内
容

　

む
し
歯
、
喪
失
歯
の
状
態
等
の
歯
科

健
康
診
査
、
歯
周
病
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
検

査（
簡
易
な
歯
周
ポ
ケ
ッ
ト
の
検
査
）

※
治
療
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

▼
受
診
方
法　

　

申
込
書
を
左
記
窓
口
に
提
出
す
る
か
、

左
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
申
し
込
ん
だ
後
、

協
力
歯
科
医
院
に
予
約
を
取
っ
て
受
診

し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
込
先
・
問
い
合
わ
せ

　

健
康
課
健
康
増
進
係

　

☎
９
８
５
―
４
１
１
８
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 役場からのお知らせ News

令和 6年度

情報公開・個人情報開示状況

◉ご利用ください   情報公開コーナー（役場
１階ロビー）では、予算書・決算書・議会会議
録などを自由に閲覧できます。

問総務課広報広聴係　☎ 985-4132

　松前町情報公開条例は、知る権利を保障し、
町政に対する町民の理解と信頼を深め、開かれ
た町政を実現するためのものです。
　個人情報の保護に関する法律には、町が保有
する個人情報について適正に取り扱うことが決め
られています。

情報公開の公開請求

公開 39 件

部分公開   4 件

非公開   0  件

件数 43 件

個人情報の開示請求

開示 0 件

部分開示 0 件

不開示 0件

件数  0 件

▲

申請方法　町ホームページや窓口にある申請

　書に必要事項を記入し、購入・設置した器具の

　領収書と設置前後の写真をそろえて危機管理

　課に提出

▲

申請期間　7月1日㊋～令和8年2月27日㊎

▲

器具の例

大規模地震に備えよう！
感震ブレーカー設置費用を補助します

家具等転倒防止対策費用の補助に加え、地震

発生時の電気火災の被害を防止するため、感震

ブレーカーの購入や設置に係る費用の一部を補

助します。詳細は、町ホームページ（下のQRコ

ード）を確認してください。

▲

対象者　次の全てを満たすこと

　①町内に住民登録があること

　②町税を滞納していないこと

　※　1世帯につき1回限り

▲

補助額 器具の購入・設置費用の4分の3

　※　上限1万5千円、100 円未満切り捨て

　※　家具等転倒防止器具の購入・設置補助と

　　合わせて最大３万円

▲

申請先・問い合わせ
危機管理課危機管理係
☎ 989-5103

誰
も
忘
れ
ら
れ
な
い
記
念
式
に
し
て
み
ま
せ
ん
か

令
和
８
年
二
十
歳
の
記
念
式
実
行
委
員
募
集

一
生
に
一
度
の
二
十
歳
の
記
念
式

を
、
自
分
た
ち
の
手
で
企
画
し
て
み
ま

せ
ん
か
。

▼
募
集
人
数

15
人
程
度

▼
応
募
資
格

次
の
①
②
を
満
た
す
人

①
平
成
17
年
４
月
２
日
〜
18
年
４
月
１

日
生
ま
れ
の
人

②
実
行
委
員
会（
夜
間
、
月
２
回
程
度
、

オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
参
加
可
）と
式
典
当
日

（
令
和
８
年
１
月
11
日（
日
））に
出
席
で
き

る
人

▼
活
動
期
間

８
月
〜
式
典
当
日

▼
活
動
内
容

イ
ベ
ン
ト
企
画
と
進
行

▼
応
募
方
法

電
話
、Ｆ
Ａ
Ｘ
や
メ
ー
ル

で
住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号
を
連
絡
し

て
く
だ
さ
い
。

▼
締
め
切
り

７
月
31
日（
木
）

▼
応
募
先
・
問
い
合
わ
せ

社
会
教
育
課
生
涯
学
習
係

☎
９
８
５
―
４
１
３
５

Ｆ
Ａ
Ｘ
９
８
５
―
４
１
４
９

721skyoiku@
tow

n.m
asaki.ehim

e.jp
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